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社会福祉施設の整備に係る補助制度の概要 

 
１ 補助金名称  

社会福祉施設等整備費補助金 
（県補助金名：島根県障がい者福祉施設整備費補助金） 

 
２ 事業の目的  

「生活保護法」「児童福祉法」「障害者総合支援法」等の規定に基づき、社会福祉法人等が行

う施設整備に要する経費の一部を補助することにより、施設入所（利用）者の福祉の向上を図る。 
 

３ 補助対象施設  

施設種類 摘   要 
保護施設 生活保護法第３８条に基づく救護施設等 
児童福祉施設 児童福祉法第７条に基づく児童福祉施設等 
障がい者施設 障害者総合支援法第５条に基づく障害福祉サービス事業、施設入所支援

及び共同生活援助を行う施設 
 
４ 事業主体・区分 ＜障がい者施設抜粋＞ 

対象施設 事業主体 整備区分 
生活介護、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援、児童発達

支援センター・児童発達支援事

業、放課後等デイ 

社会福祉法人、医療法人、公益法

人、ＮＰＯ法人、営利法人等 
創設、改築（耐震化等整

備を含む）、大規模修繕、

スプリンクラー整備 

等 
障害者支援施設 社会福祉法人、公益法人等 〃 
共同生活援助事業所 
短期入所事業所 

社会福祉法人、医療法人、公益法

人、ＮＰＯ法人、営利法人等 
創設、大規模修繕 等 

※土地の買収、整地に要する費用は補助対象外 
 
５ 負担区分  

国 県 事業主体 
１／２ １／４ １／４ 

 
６ 補助金額 （上限）（抜粋）Ｈ２８年度単価（国＋県） 
＜創設＞の場合                             （単位：千円） 

 
利用定員 本  体 

加  算 
施設入所 就労・訓練 短期入所 

障害福祉サー

ビス事業所等 

20 人以下 

21～40 人 

41～60 人 

45,800  

92,100  

153,600  

37,100  

74,400  

124,200  

35,300  
9,820  

共同生活援助事業所 22,000  － 
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＜参考：国予算額の推移＞ 
年 度 予算額 
２５ 
２６ 
２７ 
２８ 
２９ 

１５６億円（当初 ５２億円 ＋ Ｈ２４補正 １０４億円） 
１７８億円（当初 ３０億円 ＋ Ｈ２５補正 １４８億円） 
１０６億円（当初 ２６億円 ＋ Ｈ２６補正  ８０億円） 
１３０億円（当初 ７０億円 ＋ Ｈ２７補正  ６０億円） 
１８９億円（当初 ７１億円 ＋ Ｈ２８補正 １１８億円） 

 
７ スケジュール  

（前年度４月末）   ４月末までに法人から事前協議書の提出 
 

施設整備計画等の確認 
 

（１０月～１月）   県予算要求作業 
庁内審査会 
※施設整備、法人認可等に関する県での審査 
 

（２～３月）   ２月頃、国から協議通知が有り、３月頃に国へ協議書を提出 
 
整備年度 

（６～７月頃）   国から内示 
 

※整備を要望する場合は、整備予定年度の前年度の４月末までに事前協議書を県に提出 
（様式は障がい福祉課ホームページに掲載しております） 

 
 
８ 事前協議にあたってのお願い  

 
○施設整備にあたりサービスを利用する利用者が見込めるか。 
○施設を整備することが可能な土地等を確保しているか。（建築・消防方関係 等） 
○補助金以外の自己負担部分の財源を確保しているか。 
○事業運営に必要な人員（サービス管理責任者等）を確保できているか。 
○国から補助金採択の内示が得られなかった場合の対応を検討しているか。 

 
＜補助金にかかる参考ページ＞ 

◆島根県ホームページ 
トップ  >  医療・福祉  >  福祉  >  障がい者福祉  >  事業者向け  >  障害福祉サービ

ス事業者や施設の方へ 
 

◆島根県ホームページ 
トップ  > 組織から探す > 地域福祉課 > 社会福祉法人・事業 > 06_施設整備 
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H29.3 集団指導資料 

指定申請等に係る留意事項について 

 

１ 変更届出について 

事業所の所在地等に変更があった場合は変更のあった日から１０日以内に

変更届を提出する必要がありますが、届出の添付書類を一覧（資料 NO.1）に

しまいますので事務の参考としてください。 
 ※年度替わりの人事異動に伴う管理者及びサービス管理責任者・児童発達支

援管理責任者の変更につきましては特にご注意ください。 
 
  なお、平成 29 年度から生活介護、就労継続支援Ｂ型に加え就労継続支援Ａ

型についてもサービス量（定員）を増加する場合には変更届(様式第 2 号)では

なく、変更指定申請書(様式第 1 号の 2)を提出する必要があります。 
変更指定申請書は変更日の 1 ヶ月前までに提出して下さい。 

 
＜参考法令＞ 
・障害者の社会生活及び日常生活を総合的に支援するための法律第３７条、第４６条 
・児童福祉法第２１条の５の１９、第２４条の１３ 
 
２ 質問の受付について 

  障がい福祉サービスや障がい児通所支援等に関してのお問い合わせは照会

の趣旨や内容等を正確に把握するため、質問票（資料 NO.2）に質問内容を記

入のうえ、ＦＡＸにて照会して下さい。 
  なお、質問票の様式は県障がい福祉課ホームページに掲載しています。 
 
＜掲載先＞ 

トップ>医療・福祉>福祉>障がい者福祉>事業者向け>障がい福祉サービス等に 

関するお問い合わせ 

 

３ 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等

について 

  日中活動サービスについては、原則として１人の障がい者が 1 ヶ月に利用

できる日数(支給量)は、各月の日数から 8日を控除した日数(以下「原則の日

数」という。)を上限とすることを基本としているが、事業運営上の理由から

「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県へ届けることに

より、当該施設が特定する 3 か月以上 1 年以内の期間において、利用日数の

合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができることと
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H29.3 集団指導資料 

なっています。 

  この例外の取扱いを受ける場合の事務処理は以下のとおりとなりますので

再度、ご確認ください。 

  ○ 必要性の見込み 

日中活動サービス等の事業者等においては、年間事業計画等を踏まえ、「原

則の日数」を超える支援が必要となると判断した場合には、都道府県知

事に届出を行うこと。 

○ 届出の内容 

   ＜届出が必要な事項＞ 

・ 対象期間 

・ 特例の適用を受ける必要性 

 ＜届出方法＞ 

届出は年 1回とし、対象期間の前月末日までに届け出ること。 

また、対象期間を変更する必要が生じた場合には、変更届を提出すること。 

○ 利用者の利用日数の調整・管理 

日中活動サービス等の事業者等においては、利用者との調整を図った上で、

利用者の利用日数の割振計画を作成し、利用日数に関して適切に管理す

ること。 

○ 介護給付費等の請求 

介護給付費等の請求に当たっては、「原則の日数」の総和と対象期間の各

月の利用日数がわかる書類を添付すること。 

なお、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求に当たっては、都道府県

が交付した届出受理書の写しを添付すること。 

 
 ※詳細は「「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事

務処理等について」の一部改正について」（H24 障障発 0330 第 1 号）(資料Ｎ

Ｏ.３)をご確認ください。 

 
４ お問い合わせ先 

 

障害者総合支援法に基づくサービスに関すること：自立支援給付グループ 

児童福祉法に基づくサービスに関すること：   療育支援グループ 
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資料NO１

添付書類 備考

1 事業所（施設）の名称 ・変更後の運営規程

2
事業所（施設）の所在地（設
置の場所）

・変更後の運営規程
・事業所平面図（参考様式１）
・設備・備品一覧表（参考様式
２）
・所在地の周辺地図

3 事業者（設置者）の名称
・変更後の定款
・変更後の登記事項証明書

写しの場合は要原本証明

4 主たる事務所の所在地 ・変更後の登記事項証明書 写しの場合は要原本証明

5 代表者の氏名及び住所

・変更後の登記事項証明書
・参考様式９－１又は９－２　※
１
・参考様式９別紙（役員等名簿）
※２

※１　９－２は指定一般
相談支援事業者
※２　変更後の代表者の
み記載・押印

6

定款、寄附行為等及びその登
記事項証明書又は条例等（当
該指定に係る事業に関するも
のに限る。）

・変更後の定款
・変更後の登記事項証明書
・変更後の条例（市町村のみ）

写しの場合は要原本証明

7
建物の構造概要、平面図及び
設備の概要

・事業所平面図（参考様式１）
・設備・備品一覧表（参考様式
２）

8 管理者の氏名、経歴及び住所

・経歴書（参考様式３）
・参考様式９－１又は９－２　※
１
・参考様式９別紙（役員等名簿）
※２

※１　９－２は指定一般
相談支援事業者
※２　変更後の管理者の
み記載・押印

9
サービス提供責任者の氏名、
経歴及び住所

・経歴書（参考様式３）
・資格証等写し
・増員等により勤務体制が変わる
場合は勤務形態一覧表（参考様式
７）

（居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、行動援護
事業所）

10
サービス管理責任者の氏名、
経歴及び住所

・経歴書（参考様式３）
・実務経験証明書（参考様式４）
・サービス管理責任者研修修了証
写し
・相談支援従事者初任者研修修了
証写し
・その他資格証等の写し

11
指定相談支援の提供に当たる
者の氏名、経歴及び住所

・経歴書（参考様式３）
・実務経験証明書（参考様式４）
・相談支援従事者初任者研修修了
証写し
・その他資格証等の写し

12 主たる対象者
・特定する理由等（参考様式８）
・変更後の運営規程

13 運営規程

・変更後の運営規程
・従業者数や定員数を変更した場
合は勤務形態一覧表（参考様式
７）

必要に応じて新旧対照表
の添付等、変更箇所が確
認できるようにするこ
と。

変更があった事項

《障害者総合支援法》　　　　　変更届出書（様式第２号）の添付書類一覧表
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14
介護給付費等の請求に関する
事項

15
事業所の種別（併設型・空床
型の別）

・付表５（短期入所事業所の指定
に係る記載事項）

必要に応じて平面図や運
営規程等を添付するこ
と。

16
併設型における利用定員数又
は空床型における当該施設の
入所者の定員

・付表５（短期入所事業所の指定
に係る記載事項）

必要に応じて平面図や運
営規程等を添付するこ
と。

17
協力医療機関の名称及び診療
科名並びに当該協力医療機関
との契約内容

・協力医療機関との契約内容がわ
かるもの

18
提供する障害福祉サービスの
種類（重度障害者等包括支援
の場合に限る。）

19

委託提供する障害福祉サービ
スの種類並びに委託先の事業
所の名称及び所在地（重度障
害者等包括支援の場合に限
る。）

20
障害者支援施設等との連携及
び支援体制の概要

・内容が確認できる書類

21
連携する公共職業安定所その
他の関係機関の名称

・内容が確認できる書類

22 事業の開始予定年月日

23
併設する施設がある場合の当
該併設施設の概要

・施設の概要がわかる書類

24
同一敷地内にある入所施設及
び病院の概要

・施設の概要がわかる書類

※参考様式は指定申請書に添付する様式を使用してください。

※上記以外に追加で書類の提出を求めることがあります。
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添付書類 備考

1 事業所（施設）の名称 ・変更後の運営規程

2
事業所（施設）の所在地（設
置の場所）

・変更後の運営規程
・事業所平面図（参考様式１）
・設備・備品一覧表（参考様式
２）
・所在地の周辺地図

3 事業者（設置者）の名称
・変更後の定款
・変更後の登記事項証明書

写しの場合は要原本証明

4 主たる事務所の所在地 ・変更後の登記事項証明書 写しの場合は要原本証明

5 代表者の氏名及び住所
・変更後の登記事項証明書
・誓約書及び役員名簿（参考様式
６）※

※変更後の代表者のみ記
載・押印

6

定款、寄附行為等及びその登
記事項証明書又は条例等（当
該指定に係る事業に関するも
のに限る。）

・変更後の定款
・変更後の登記事項証明書
・変更後の条例（市町村のみ）

写しの場合は要原本証明

7
医療法第７条の許可を受けた
病院又は診療所であること

・医療法第７条の許可を受けた病
院又は診療所であることを証する
書類

8
事業所（施設）の平面図及び
設備の概要

・事業所平面図（参考様式１）
・設備・備品一覧表（参考様式
２）

9
事業所（施設）の管理者の氏
名及び住所

・経歴書（参考様式３）
・誓約書及び役員名簿（参考様式
６）※

※変更後の管理者のみ記
載・押印

10
事業所（施設）の児童発達支
援管理責任者の氏名及び住所

・経歴書（参考様式３）
・実務経験証明書（参考様式７）
・資格証等の写し
・増員等により勤務体制が変わる
場合は勤務形態一覧表（参考様式
５）

児童発達支援管理責任者
の住所のみが変更となる
場合は添付書類は不要。

11 主たる対象者
・変更後の運営規程
・特定する理由等

12 運営規程

・変更後の運営規程
・従業者数や定員数を変更した場
合は勤務形態一覧表（参考様式
５）

必要に応じて新旧対照表
の添付等、変更箇所が確
認できるようにするこ
と。

13
障害児（入所・給付）費の請
求に関する事項

14
協力医療機関の名称及び診療
科名並びに当該協力医療機関
との契約内容

・協力医療機関との契約内容がわ
かるもの

※参考様式は指定申請書に添付する様式を使用してください。

※上記以外に追加で書類の提出を求めることがあります。

変更があった事項

《児童福祉法》　　　　　変更届出書（様式第２号）の添付書類一覧表
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  資料 NO２ 

島根県障がい福祉課 行（添書不要）  ＦＡＸ（０８５２）２２－６６８７ 

障がい福祉サービス等に関する質問票 

事 業 所 名  
担 当 者 名  質 問 日 平成  年  月  日 
電 話 番 号 （   ）  － ＦＡＸ番号 （   ）  － 
 
サービス種別 

（該当するものに

チェックを入れて

ください。） 

《障害者総合支援法》 

 □居宅介護 □重度訪問介護 □同行援護 □行動援護 □療養介護 
 □短期入所 □生活介護 □就労継続支援Ａ型 □就労継続支援Ｂ型 
 □就労移行支援 □自立訓練（機能訓練） □自立訓練（生活訓練） 
 □施設入所支援 □共同生活援助 □障害者支援施設 
 □一般相談支援（地域移行支援、地域定着支援） □計画相談支援 
《児童福祉法》 

 □児童発達支援 □放課後等デイサービス □保育所等訪問支援 
 □福祉型障害児入所施設 □医療型障害児入所施設 □障害児相談支援 
《その他》 

 （                            ） 
 
質 問 項 目  
質 問 内 容  

※質問は１枚につき１項目としてください。 
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障障発 0330 第１号 

平成 24年３月 30日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

 

 

 

「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等

について」の一部改正について 

 

 

 

今般、「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務

処理等について」（平成 18年９月 28日付け障障発 0928001号）の一部を別添

のとおり改正し、平成 24年４月１日から適用することとしたので、御了知の上、

管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取り

扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。 
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○ 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について（平成 18年 9月 28日障障発第 0928001号 厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知） 

（変更点は下線部） 

改 正 前 改 正 後 

障障発第 0928001号 

平成 18年 9月 28日 

 

 

 

各 都道府県障害保健福祉主管部(局)長 殿 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課長 

 

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る

事務処理等について 

 

平成 18年 4月から利用実績払い(日額報酬)を導入したことに伴

い、通所による指定施設支援の利用日数については、原則として、

各月の日数から 8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)

を限度として利用することとしているところであり、その支給決定

の取扱いについては、別途お知らせしているところであるが、原則

の日数を超えて利用する場合の事務処理等については、下記により

取り扱うこととし、平成 18年 10月から適用することとするので、

ご了知の上、貴管内市町村及び関係機関等に周知願いたい。 

 

障障発第 0928001号 

平成 18年 9月 28日 

一部改正 障障発 0330 第 1号 

平成 24年 3月 30日 

 

各 都道府県障害保健福祉主管部(局)長 殿 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課長 

 

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る

事務処理等について 

 

平成 18年 4月から利用実績払い(日額報酬)を導入したことに伴

い、通所による指定施設支援の利用日数については、原則として、

各月の日数から 8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)

を限度として利用することとしているところであり、その支給決定

の取扱いについては、別途お知らせしているところであるが、原則

の日数を超えて利用する場合の事務処理等については、下記により

取り扱うこととし、平成 18年 10月から適用することとするので、

ご了知の上、貴管内市町村及び関係機関等に周知願いたい。 
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記 

 

１ 対象サービス 

支給量の決定について「原則の日数」を上限とする対象サービ

スについては、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、

宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援、就労継続支援(Ａ型・Ｂ

型)及び旧法施設支援(通所)(以下「日中活動サービス等」という。)

とする。 

なお、複数の日中活動サービス等を組み合わせて支給決定する

場合については、当該複数の日中活動サービス等の支給量の合計

が「原則の日数」以下である必要があること。 

２ 利用日数の原則と例外 

(1) 原則 

一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日

数は、「原則の日数」を基本とするものとする。 

(2) 例外 

① 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日

数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け

出ることにより、当該事業者等が特定する 3か月以上 1年以

内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数

の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用するこ

とができるものとする。 

② 平成 18年 3月現在、既に支援費制度において、恒常的に週

6日の利用など、「原則の日数」を超えて利用している場合

については、平成 19年 3月末日までは「原則の日数」を超

えて利用することができるものとする。 

記 

 

１ 対象サービス 

支給量の決定について「原則の日数」を上限とする対象サービ

スについては、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、

宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(Ａ型・

Ｂ型)(以下「日中活動サービス等」という。)とする。 

 

なお、複数の日中活動サービス等を組み合わせて支給決定する

場合については、当該複数の日中活動サービス等の支給量の合計

が「原則の日数」以下である必要があること。 

２ 利用日数の原則と例外 

(1) 原則 

一人の障害者が一月に日中活動サービス等を利用できる日

数は、「原則の日数」を基本とするものとする。 

(2) 例外 

① 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日

数」を超える支援が必要となる場合は、都道府県知事に届け

出ることにより、当該事業者等が特定する 3か月以上 1年以

内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数

の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用するこ

とができるものとする。 

② 平成 18年 3月現在、既に支援費制度において、恒常的に週

6日の利用など、「原則の日数」を超えて利用している場合

については、平成 19年 3月末日までは「原則の日数」を超

えて利用することができるものとする。 
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3 

 

③ 上記①及び②に該当しない場合であっても、心身の状態が

不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、

利用者の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、

「原則の日数」を超えて利用することができるものとする。 

３ 事務処理について 

(1) 上記 2の(2)の例外の①の場合 

① 日中活動サービス等の事業者等における事務 

ア 必要性の見込み 

日中活動サービス等の事業者等においては、年間事業計

画等を踏まえ、「原則の日数」を超える支援が必要となる

と判断した場合には、都道府県知事に届出を行うこと。 

イ 届出の内容 

(ア) 届出対象となるサービス 

平成 18年 10月 1日以降、「原則の日数」を超えて支援

を行う必要がある日中活動サービス等 

(イ) 届出が必要な事項 

・ 対象期間 

・ 特例の適用を受ける必要性 

(ウ) 届出方法 

届出は年 1回とし、対象期間の前月末日までに届け出る

こと。 

ただし、平成 18年 7月 25日付事務連絡「通所施設を利

用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等につい

て」(以下、「平成 18年 7月 25日付事務連絡」という。)

に基づき、既に届出を行っている施設については再提出の

必要はないこと。 

③ 上記①及び②に該当しない場合であっても、心身の状態が

不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、

利用者の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、

「原則の日数」を超えて利用することができるものとする。 

３ 事務処理について 

(1) 上記 2の(2)の例外の①の場合 

① 日中活動サービス等の事業者等における事務 

ア 必要性の見込み 

日中活動サービス等の事業者等においては、年間事業計

画等を踏まえ、「原則の日数」を超える支援が必要となる

と判断した場合には、都道府県知事に届出を行うこと。 

イ 届出の内容 

(ア) 届出対象となるサービス 

平成 18年 10月 1日以降、「原則の日数」を超えて支援

を行う必要がある日中活動サービス等 

(イ) 届出が必要な事項 

・ 対象期間 

・ 特例の適用を受ける必要性 

(ウ) 届出方法 

届出は年 1回とし、対象期間の前月末日までに届け出る

こと。 

ただし、平成 18年 7月 25日付事務連絡「通所施設を利

用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等につい

て」(以下、「平成 18年 7月 25日付事務連絡」という。)

に基づき、既に届出を行っている施設については再提出の

必要はないこと。 
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また、対象期間を変更する必要が生じた場合には、変更

届を提出すること。 

なお、平成 18年 10月において、「原則の日数」を超え

る支援が必要となる日中活動サービス等の事業者等にお

いては、11月 10日までに、都道府県知事に提出した届出

書の写しを市町村に提出することをもって、暫定的に 10

月において、「原則の日数」を超えて支援を行うことを可

能とする取扱いとすること。 

ウ 利用者の利用日数の調整・管理 

日中活動サービス等の事業者等においては、利用者との

調整を図った上で、利用者の利用日数の割振計画を作成し、

利用日数に関して適切に管理すること。 

エ 介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練

等給付費(以下「介護給付費等」という。)の請求 

介護給付費等の請求に当たっては、「原則の日数」の総

和と対象期間の各月の利用日数がわかる書類を添付するこ

と。 

なお、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求に当た

っては、都道府県が交付した届出受理書の写しを添付する

こと。 

② 都道府県における事務 

都道府県においては、日中活動サービス等の事業者等から

届出を受けた場合には、当該事業者等に対して届出受理書を

交付すること。 

③ 市町村における事務 

市町村においては、日中活動サービス等の事業者等から介

また、対象期間を変更する必要が生じた場合には、変更

届を提出すること。 

なお、平成 18年 10月において、「原則の日数」を超え

る支援が必要となる日中活動サービス等の事業者等にお

いては、11月 10日までに、都道府県知事に提出した届出

書の写しを市町村に提出することをもって、暫定的に 10

月において、「原則の日数」を超えて支援を行うことを可

能とする取扱いとすること。 

ウ 利用者の利用日数の調整・管理 

日中活動サービス等の事業者等においては、利用者との

調整を図った上で、利用者の利用日数の割振計画を作成し、

利用日数に関して適切に管理すること。 

エ 介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練

等給付費(以下「介護給付費等」という。)の請求 

介護給付費等の請求に当たっては、「原則の日数」の総

和と対象期間の各月の利用日数がわかる書類を添付するこ

と。 

なお、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求に当た

っては、都道府県が交付した届出受理書の写しを添付する

こと。 

② 都道府県における事務 

都道府県においては、日中活動サービス等の事業者等から

届出を受けた場合には、当該事業者等に対して届出受理書を

交付すること。 

③ 市町村における事務 

市町村においては、日中活動サービス等の事業者等から介

- 17 -



5 

 

護給付費等の請求があった場合には、対象期間の利用日数の

合計が対象期間の「原則の日数」の総和を超えていないこと

を確認すること。 

なお、対象期間の「原則の日数」の総和を超えて請求があ

った場合には、超過日数分は報酬算定の対象外となることに

留意すること。 

(2) 上記 2の(2)の例外の②の場合 

市町村は、日中活動サービス等の利用日数の取扱いに関し

て、利用者から申請(変更申請を含む。)があった場合には、平

成 18年 3月現在の利用状況を確認した上で、適当と判断した場

合には、「原則の日数」を超える支援が必要となる日数を支給

量として平成19年 3月末日までを有効期間とする支給決定を行

うこと。 

ただし、平成 18年 7月 25日付事務連絡に基づき、既に利用

者からの申し出があり、受給者証に必要な日数が記載されてい

る場合には、新たな申請や支給決定を要さず、新障害福祉サー

ビス受給者証に必要となる支給量を転記することで足りること

(新体系事業に移行する場合は除く)。 

(3) 上記 2の(2)の例外の③の場合 

市町村は、日中活動サービス等の利用日数の取扱いに関し

て、利用者から申請(変更申請を含む)があった場合には、利用

者の状態等に鑑み、「原則の日数」を超える支援が必要と判断

した場合には、「原則の日数」を超える支援が必要となる日数

を支給量として支給決定を行うこと。 

ただし、平成 18年 7月 25日付事務連絡に基づき、既に利用

者からの申し出があり、受給者証に必要な日数が記載されてい

護給付費等の請求があった場合には、対象期間の利用日数の

合計が対象期間の「原則の日数」の総和を超えていないこと

を確認すること。 

なお、対象期間の「原則の日数」の総和を超えて請求があ

った場合には、超過日数分は報酬算定の対象外となることに

留意すること。 

(2) 上記 2の(2)の例外の②の場合 

市町村は、日中活動サービス等の利用日数の取扱いに関し

て、利用者から申請(変更申請を含む。)があった場合には、平

成 18年 3月現在の利用状況を確認した上で、適当と判断した場

合には、「原則の日数」を超える支援が必要となる日数を支給

量として平成19年 3月末日までを有効期間とする支給決定を行

うこと。 

ただし、平成 18年 7月 25日付事務連絡に基づき、既に利用

者からの申し出があり、受給者証に必要な日数が記載されてい

る場合には、新たな申請や支給決定を要さず、新障害福祉サー

ビス受給者証に必要となる支給量を転記することで足りること

(新体系事業に移行する場合は除く)。 

(3) 上記 2の(2)の例外の③の場合 

市町村は、日中活動サービス等の利用日数の取扱いに関し

て、利用者から申請(変更申請を含む)があった場合には、利用

者の状態等に鑑み、「原則の日数」を超える支援が必要と判断

した場合には、「原則の日数」を超える支援が必要となる日数

を支給量として支給決定を行うこと。 

ただし、平成 18年 7月 25日付事務連絡に基づき、既に利用

者からの申し出があり、受給者証に必要な日数が記載されてい
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る場合には、新たな申請や支給決定を要さず、新障害福祉サー

ビス受給者証に必要となる支給量を転記することで足りること

(新体系事業に移行する場合は除く)。 

【別添資料】（略） 

る場合には、新たな申請や支給決定を要さず、新障害福祉サー

ビス受給者証に必要となる支給量を転記することで足りること

(新体系事業に移行する場合は除く)。 

【別添資料】（略） 
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重症心身障がい児（者）在宅サービス提供体制整備事業の概要 
 

 
 
 
≪対象となる事業者≫ 

①障害者総合支援法・児童福祉法に基づき、短期入所（福祉型）、生活介護、地域生活支

援事業（地域活動支援センター事業または日中一時支援事業）、児童発達支援、放課後

等デイサービスを実施する事業者で 
②看護職員等を加配して重症心身障がい児（者）を受け入れた事業者（重症心身障害児に

対して行う場合の給付費を算定する事業者を除く） 
※看護職員以外の職員を加配する場合は事前の協議が必要です 

 
≪補助基準額（平成２９年度）≫ 
 ①ショートステイ（短期入所） 
  ・超重症児等        ２７，９００円×利用日数 

・その他の重症心身障がい児 １４，４８０円×利用日数 
 ②デイサービス等（生活介護、地域活動支援センター、日中一時支援、児童発達支援、放

課後等デイサービス） 
  ・営業時間４時間以上の場合  ９，３００円×利用延べ人数 
  ・営業時間４時間未満の場合  ７，４４０円×利用延べ人数 
 ※短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービスで医療連携体制加算を算定した場合は

同加算額を控除します。 
 ※加配職員の人件費実費を上限とします。 
 
≪この事業における重症心身障がい児（者）とは≫ 
 「大島の分類による区分」の１～４に相当し、「重症児スコア」が５点以上 
 （かつ、１８歳以上の場合は障害支援区分６） 
 
補助金を申請するためには、当事業の指定を受ける必要があります。 
詳しくは、島根県障がい福祉課 療育支援グループにお問い合わせください。 
 

重症心身障がい児（者）を受け入れるために看護職員等を加配する障害福祉サービス事業者

に対して、加配した職員の人件費相当を県が補助する制度です 

問い合わせ先 
島根県障がい福祉課 療育支援グループ 
TEL：0852-22-6009 FAX：0852-22-6687 
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ペアレントメンター島根 
子育てに一人で悩んでいませんか？ 
ペアレントメンターとは 
自閉症・発達障がいの子育て経験を活かして、他の保護者のよき相談相手となれるよう、
ペアレントメンター養成研修を受講、修了した先輩保護者達です。 

私たち『ペアレントメンター』は、専門機関と連携・協力して、子どもたちへの関わり方 
などの相談をはじめ、様々な活動をしています。 

西部地区メンター事務局 

(大田・邑南・美郷・川本・江津・浜田・益田・津和野・吉賀の方) 

島根県西部発達障害者支援センターウインド内 

電 話(0855)28-0208 
ＦＡＸ(0855)28-0217 

Ｅメール：wind1841@rhythm.ocn.ne.jp 

個別相談・グループ相談 

個別や、グループでの相談もしています。 

来所や、訪問、電話、メールなど… 

相談料金は無料です。 

わかちあう 

情報提供 

子育て・療育・教育・就労・医療・研修会等の

情報を提供します。 

 

つながりあう 

「キャラバン公演」 

発達障がいを知ってもらうきっかけ作りとし

てメンター数人での公演活動！ 

お問い合わせください・・・ 

わかりあう 保護者による『学ぶ会』 

各地域での親の会にメンターが参加し、育てに

くい子どもに有効な対応策などを学んだり、 

おしゃべりして日ごろのストレスを解消して

います。 

＊詳しくは事務局までお問い合わせください。 

まなびあう 

ペアレントトレーニングへの協力 

｢ペアレントトレーニング(学びのプログラ

ム)｣に参加協力し、わが子の子育て体験や支援

グッズを紹介もします。 

そだちあう 
サポートブック作りのお手伝い 

サポートブックは、子どもの持つ特性やそれに

対する支援を、親以外の支援者に分かりやすく

伝えることができる、とても役立つツールで

す。 

ささえあう 

＊すべての連絡はこちらまで！！お気軽にご相談ください＊ 

ブログ :http://parentmentorshimane.blog.fc2.com/   『ペアレントメンター島根』で検索してね♪ 

東部地区メンター事務局 

(隠岐・安来・松江・出雲・奥出雲・雲南・飯南の方) 

島根県東部発達障害者支援センターウィッシュ内 

電 話(050)3387-8699 
ＦＡＸ(050)3730-9745  

Ｅメール：wish@sazanami-g.jp 
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平成２８年度障がい福祉サービス事業所等実地指導の実施状況について 

 

○対象事業所数 

 本年度は、平成２８年６月から１２月まで１４０事業所において実施。 

・障害者総合支援法に規定するサービス事業所・施設（１０４） 

・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業所・入所施設（３６） 

 

○改善件数 

全体の改善件数は２６７件（口頭指摘のみを含む）で、項目別に改善件数を見ると、件数の多い順に

「運営に関する基準」（２１７件）、「給付費の算定及び取扱い」（２９件）、「変更の届出」（１９件）、「人

員に関する基準」（２件）と続く。 

 

○主な改善内容（詳細は別紙を参照） 

＜運営に関する基準＞ 

・「内容及び手続の説明及び同意」 

 ⇒重要事項説明書・利用契約書の記載内容不備。 

・「計画の作成（書類の交付）」 

 ⇒個別支援計画に位置付けるべき内容が記載されていない。 

 ⇒個別支援計画作成に係る会議が実施されていない、会議の記録がない。 

 ⇒保護者の同意日付がない。 

・「サービス提供の記録」 

 ⇒利用者の確認が得られていない、実際のサービス提供時間との不一致。 

 

＜給付費の算定及び取扱い＞ 

・「各種加算」 

 ⇒報酬告示に定める算定要件を満たしてない。 

 （送迎加算、目標工賃達成指導員配置加算、福祉専門職員配置等加算等） 

・サービス提供実績記録票と請求内容の不一致。 

 

○市町村との合同実施について 

  平成２７年度、厚生労働省が実施する「障害保健福祉行政事務指導監査（障害者総合支援法第２条

第３項に基づく指導）」を県が受検した際に、「市町村による指定障害福祉サービス事業者等に対する

指導の実施について、県と市町村が合同で実施する体制を図ること等の取組みをお願いしたい」との

助言指導があった。 

この結果をふまえ、平成２８年度から市町村と県が合同で実施する体制を構築し、平成２９年度も

引き続き実施する。該当の事業所へは個別に通知するのでご承知おきいただきたい。 

 ※市町村は障害者総合支援法第 10 条により、自立支援給付対象サービス等を行う者に対する調査権限

を有する。 
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件数 主な改善内容

第２　人員に関する基準 2
・児童発達支援管理責任者が２か月間不在となっていた。（児童発達支援管
理責任者欠如減算対象）

第３　設備に関する基準

第４　運営に関する基準 217

1 内容及び手続の説明及び同意 24

・利用者との契約について、現にサービスを提供しているにもかかわらず、失
効している者があった。
・重要事項説明書に記載すべき事項（虐待防止等）が漏れている。
・説明日の記載がない。

2 契約支給量（契約内容）の報告等 6
・サービス提供を開始した際の市町村への報告がされていない。
・受給者証に契約支給量等の記載がない。

3 提供拒否の禁止 0

4 連絡調整（要請）に対する協力・あっせん調整 0

5 サービス提供困難時の対応 0

6 受給資格の確認 1

7 介護(訓練等)給付費等の支給(決定)の申請に係る援助 0

8 心身の状況等の把握 0

9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 0

10 身分を証する書類の携行 0

11 サービスの提供の記録 18
・サービス提供の記録はサービス提供の都度作成されておらず、利用者の確
認を受けていなかった。
・サービス提供の記録と給付費の請求内容が異なるものがあった。

12 利用定員 0

13 開始及び終了(入退居)・居住地変更への対応 0

14 入退所(居)の記録の記載等 3
・入退所（居）に際して、受給者証に入退所（居）日等が記載されていなかっ
た。

15
指定事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金
銭の支払の範囲等 3

・日常生活に要する費用のうち「公益費」という曖昧な名目で受領されているも
のがあった。

16 利用者負担額等の受領 1

17 利用者負担額に係る管理 0

18 給付費等の額に係る通知等 12
・法定代理受領により給付費の支給を受けた場合に支給決定障がい者（家
族）に当該給付費の額が通知されていなかった。

19 取扱方針 0

20 計画の作成（書類の交付） 46

・必要な事項が漏れている。個別支援計画に位置付けがない。
（施設外就労の実施（就労系事業所）、担当する従業者の氏名（訪問系事業
所）等）
・個別支援計画作成に係る会議の記録が作成されていない。
・個別支援計画作成に係る、本人・家族による同意が計画作成から1ヶ月以上
経過してからとっているものがあった。（今後は計画作成後速やかに同意を得
ること。）
・個別支援計画の保護者の同意欄の日付の記載がない。

21 サービス提供(児童発達支援管理)責任者の責務 0

22 管理者の責務（管理者による管理等） 0

23 同居家族に対するサービス提供の禁止 0

24 （その他の）サービスの提供 0

25 検討等 0

26 相談及び援助 0

27 （機能）訓練・指導等 0

28 雇用契約の締結等 4
・最低賃金改定に伴う利用者への改定通知が遅い。
・雇用契約書に日付の記載がないものがあった。

29 看護・介護・家事等 0

30 生産活動・就労 0

項  目
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件数 主な改善内容項  目

31 工賃の支払・賃金 17
・前年度の平均工賃及び当年度の目標工賃額を利用者に通知されていない。
・工賃規程が策定されているが、工賃の算定の考え方、算出方法、算定根拠
等の記載内容が不十分なものがあった。

32 実習の実施 0

33 求職活動の支援等 0

34 職場への定着のための支援 0

35 就職状況の報告 0

36 利用者及び従業者以外の者の雇用 0

37 社会生活上の便宜の供与等 0

38 地域生活移行のための支援 0

39 食　事 0

40 実施主体 0

41 事業所の体制・支援体制の確保 0

42 障害福祉サービスの提供に係る基準 0

43 健康管理 1 ・年2回実施すべき健康診断が年1回しか実施されていない。

44 緊急時等の対応 2

45 入院期間中の取扱い 0

46 支給決定障害者等に関する市町村への通知 0

47 運営規程 17

・食事代を利用者から徴収しているが、運営規程の「利用者から徴収する費
用とその額」にそのことが記載されていない。
・運営規程に規定されている営業日と実態が一致していない。
・運営規程と重要事項説明書が整合していない。

48 介護等の総合的な提供 0

49 勤務体制の確保等 5

・職員の勤務の実態が就業規則、労働条件通知書、重要事項説明書等と合っ
ていない。
・虐待防止や身体拘束に関する研修会の実施が低調。（積極的に企画・実施
すること。）

50 定員の遵守 0

51 非常災害対策 16
・避難訓練・防火訓練未実施。

52 設備及び備品等 0

53 衛生管理等 0

54 協力医療機関等 0

55 掲　示 6
・運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、その他サービスの選
択に資すると認められる重要事項が掲示されていない。

56 秘密保持等 5

・利用者またはその家族に関する個人情報を提供するにあたって、あらかじめ
文書により同意を得ていない。
・従業者が退職後においても業務上知りえた情報を漏らすことがないよう雇用
契約の際にこの旨を取り決める措置が講じられていない。

57 情報の提供等（広告） 0

58 利益供与(収受)等の禁止 0

59 苦情解決 12
・事業所で定める苦情処理実施要綱に基づいて処理されていない。（６ヶ月毎
に第三者委員に報告することになっているが報告されていない）
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件数 主な改善内容項  目

60 事故発生時の対応 2

・緊急時の対応マニュアル等を作成していない。緊急時の安全確保対策につ
いて、内部で検討されていない。
・薬服用のヒヤリハット事例が多くみられた。（薬の服用及び配薬の取扱いに
ついて徹底を図り、ヒヤリハット事例の解消に努めること。）
・事故報告がされていない案件（骨折事故）があった。

61 会計の区分 6

・就労支援会計が作成されていない。（Ｂ型事業の会計と工賃の会計と分ける
こと）
・指定障害福祉サービス事業の会計とその他の事業の会計を区分されていな
い。

62 身体拘束等の禁止 3
・やむを得ず身体拘束を実施する場合における、その態様や時間、その際の
利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由等の記録が不十分。

63 地域との連携等（関係機関との連絡調整） 0

64 記録の整備 0

65 経過措置・特例 0

66 虐待の禁止 3
・虐待防止に係る責任者の設置、従業者に対する研修を行うこと。

67 懲戒に係る権限の乱用禁止 0

68 障害児に係る給付金の金銭管理 0

69 障害福祉サービスの体験的利用支援 0

70 体験的な宿泊支援 0

71 その他（預り金　　　　　　　　　　　） 3
・利用者からの預り金の収入・払出しが法人の預かり金管理規程に基づいて
実施されていない。（規程では施設長決裁なのにサビ管が決裁）

72 その他（自己評価） 1 ・サービスの質の評価が実施されていない。

第５　多機能型（一体型）に関する特例

第６　変更の届出等 19
・運営規程に記載される内容に変更が生じているが、届出がされていない。
・サビ管や管理者に変更があったが、届出がされていなかった。

第７　給付費の算定及び取扱い 29

1 基本事項 1

2 ○○サービス費・○○給付費 5
・居宅介護の算定対象とはならない、外出先での介護（理髪の同行等）につい
て居宅介護サービス費の算定がなされていた。

3 各種加算 23

・欠席時対応加算の算定にあたって相談援助の内容が記録されていない。
・食事提供体制加算について、個別支援計画への記載がない。
・福祉専門職員配置加算（Ⅰ）の算定要件を満たさないまま算定。
・施設外就労加算について、就労実績と異なる請求がなされていた。
・送迎加算の算定について、送迎実績の記録が不十分。
・送迎加算について、サービス提供記録と異なる請求がなされていた。

267合　　　　　　　計
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山陰にあるリユース食器取扱業者【リユース食器ふうネット】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより
※リユース食器ふうネット
リユース食器の普及をめざして活動する団体のネットワークです。現在、ふうネットのメンバーとして５団体がリユース食器レンタルを運営しています。
さらに、9団体がリユース食器普及隊としてPR活動をしています。
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コーヒーや紅茶などに

リユース食器の種類について（例：エポック翼の場合）
詳しくは、レンタル業者「エポック翼」のホームページでご確認いただけます （http://epoch-t.com/price.html）

半透明もあります
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